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（財政法第 6 条第 2 項に基づく政令のうち、主なもの） 

＜参照条文＞ 予算決算及び会計令（昭 22 勅 165） 

（剰余金の計算） 

第 19 条 財政法第六条に規定する剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の

合算額を控除してこれを計算する。 

一 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 

二 当該年度における所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入額の百分の五十並

びに消費税の収入額の百分の十九・五に相当する金額の合算額が当該年度における所得税及び法人税の収

入見込額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入見込額の百分の五十並びに消費税の収入見込額の百分の

十九・五に相当する金額の合算額として予算に定められた額を超えるときは、当該超過額 

（注）なお、令和元年度の剰余金については、改正前の条文（下記参照）の比率に基づき算出されている。 

※改正前 

二 当該年度における所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入額の百分の五十

並びに消費税の収入額の百分の二十・八に相当する金額の合算額が当該年度における所得税及び法人税の

収入見込額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入見込額の百分の五十並びに消費税の収入見込額の百

分の二十・八に相当する金額の合算額として予算に定められた額を超えるときは、当該超過額 

一方、特別会計については、その歳入歳出の範囲が特定されているため、歳入歳出の差額

である剰余金は、原則として、国債償還や年金給付など、当該特別会計・勘定の翌年度以降

の特定の歳出に充当されるものであることから、特別会計法において、一般会計への繰入れ

を一律に義務付けることはされていません。 

ただし、一般会計の財源として活用可能な剰余金については、できる限り活用するとの趣

旨から、特別会計法において、剰余金が生じた場合には、積立金等に積み立てるものを除き

その全部又は一部を、一般会計に繰り入れることができる旨の共通ルールを定めています。 

 

＜参照条文＞ 特別会計法 

（剰余金の処理） 

第 8 条 各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次

章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除して

なお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金

額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。 

 

（注）交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計、財政投融資特別会計財政融資資金勘定、東日

本大震災復興特別会計については、一般会計繰入れに関する規定は適用しないこととされています。 

 

④ 積立金等 

特別会計には、年金や地震再保険など各年度の保険料等の収入額と給付費等の支出額に

ミスマッチが生じる事業を経理し、このミスマッチを年度を越えて調整する必要があるも

のがあります。こうした場合、一会計年度内に支出せず、剰余金のうち必要な金額を積立金

として積み立て、一般の現金と区分して保有、運用される「特別の資金」を保有することが、

円滑かつ効率的な財政運営に資する場合があります（その名称が積立金、国債整理基金、雇

用安定資金等様々であることから、以下では、「積立金等」と呼びます）。 

＜参照条文＞ 財政法 

第 44 条 国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。 

（注）一般会計においても、より効率的な財政運営が可能となる場合には、特別会計と同様、法律に規定した上

で、「特別の資金」を保有することが認められています（一般会計に設置された「特別の資金」としては、例 
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